
徳島県告示第2 9 1号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第2 4 3条の２第１項の規定により、次のとおり指定

公金事務取扱者に公金事務を委託した。 

令和８年６月２日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純   

名 称 
住 所 又 は 

事務所の所在地 
委託した公金事務 指定年月日 委託年月日 

特定非営利活動

法人大川原 

名東郡佐那河内村

下字南林１番地17 

徳島県立佐那河内い

きものふれあいの里

使用料徴収事務 

令和８年３月

27日 

令和８年４月

１日 

 


